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　去る、３月11日に未曾有の被害を受けた東北地方は、昔から津波が多い地域で防波堤
の整備やハザードマップも作られ、防災に対する意識が大変高い地域でした。岩手県宮古
市では、総延長2.5kmで海面から10ｍの高さの巨大な防潮堤があり、また岩手県釜石市
には水深63ｍから建設され、『世界最大水深の防波堤』とギネス記録に登録された湾口防
波堤がありましたが、いずれも自然の猛威から被害を防ぐことはできませんでした。
　今回の東日本大震災では、自然に対して『想定』をすることの難しさや防波堤などの防
災施設整備の限界を感じさせられました。このような中、自分の命を守るためには、施設
の整備とともに、一人ひとりが防災意識や危機意識を高く持ち、災害発生時に正しい行動
をいかに早くとれるかが、被害を少しでも減らす重要なポイントになります。この地域で
も、東海・東南海・南海地震が近い将来必ず起きるといわれています。今回の災害を教訓
に、防災訓練への参加や避難経路・避難場所の確認、安否確認のとり方など、それぞれご
家庭やご近所、各地区で話し合い、取り組んでいきましょう。

　地球の表面は、海や陸など十数枚に分か
れた、厚さ 10 ～ 200km の巨大なプレート

（岩盤）で覆われています。海のプレート
は陸のプレートより重いため、その下に沈
み込みます。そして、この圧力によってプ
レートにひずみがたまり限界に達すると、
このひずみを解放する動きが起きます。こ
の動きこそが地震なのです。
　日本は世界の陸地の 0.3％にも満たない
国土ですが、世界で発生する地震のおよそ
10％が日本とその周辺で発生しています。

　地震には、一般的にプレート境界型（海溝型）と直下型（断層型）に大きく分けられます。

地震の種類と特徴

原　因：定期的な大陸プレートの跳ね上がり
特　徴：横揺れ、時間が長い（１分以上）
　例　：東海・東南海・南海地震、
　　　　東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）

原　因：地下にある活断層のずれ
特　徴：縦揺れ、時間が短い
　例　：兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）

プレート境界型（海溝型）

直下型（断層型）

東海・東南海・南海地震に備えて

世界有数の地震国「日本」 プレート境界型（海溝型）

直下型（断層型）

シリーズ防災（1）
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　この地方の地震の歴史を振り返ると、右図のよう
に 100 年から 150 年のサイクルで起きています。そ
の中で東海地震だけが 150 年以上起きていなく、い
つ起きてもおかしくない状況です。どれか１つの地
震が引きがねになって他の地震までもが連動して起
きる危険性もあります。

　東 海 地 震…いつ発生してもおかしくない

　東南海地震…今後 30 年のうちに 70％程度

　南 海 地 震…今後 30 年のうちに 60％程度

　国や県の想定では、これらの地震が同時に発生す
る可能性が高いとされています。

　東海・東南海・南海地震はいつ起こる？

　この想定は、三重県が平成 16 年度に地震被害想定を実施し、平成 17 年３月に「三重県地域防災計
画被害想定調査報告書」としてとりまとめたものです。

　現在の東海・東南海・南海地震の被害想定

地震による建物被害（棟） 地震による人的被害（人） 津波による人的被害（死者数）
（防潮提等施設あり）

揺れ 火災（冬 18 時） 冬の５時 防災意識　高 防災意識　低

全壊棟数 半壊棟数 出火件数 焼失棟数 死者数 負傷者数 避難者数 早朝 夕方 早朝 夕方

三重県 39,008 84,303 359 26,930 1,687 11,678 43,317 1,032 523 3,147 1,602

御浜町 1,649 2,176 ９ 1,130 64 139 1,003 ６ ３ ８ ４

2011 年

  ？  年

1605 年 慶長地震（M7.9）

1707 年 宝永地震（M8.4）

東海地震？
次の東南海・南海地震

1944 年
1946 年 南海地震（M8.0）

東南海地震
（M7.9）

1854 年 安政南海地震（M8.4）
安政南海地震
M8.4安政東海地震（M8.4）

32 時間後

157 年

102 年

90 年

147 年死者 5,038 人

死者 2,658 人

死者 1,330 人
（三重県 11 人）

死者 1,251 人
（三重県 389 人）

南海地震 東南海地震 東海地震

東海・東南海・南海地震に備えて

仙台市宮城野区の状況（熊野市消防本部提供）
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　この防災マップは、国や県の予測をもとに、
町が平成22年３月に作成したものに、津波避難
場所の標高を入れたものです。想定される津
波の浸水域や避難施設などが示されています。

 最高津波高は 5.32ｍ、 
 12分程度で第１波が到達 

　東海・東南海・南海地震の３つの地震が同
時発生した場合のマグニチュードは 8.7 と予
測され、御浜町では震度６弱以上で広い範囲
で強い揺れと、津波での大きな被害も起きる
と想定されています。御浜町における津波の
最高津波高は5.32ｍで、第１波の到達時刻
は12分程度と予測されています。
　なお、これを上回る地震や津波が発生する
可能性もあります。

 大きな揺れを感じたら 
 津波が来るので高台へ 

　今まで、感じたことがない程の揺れがあっ
たら、必ず津波が来ると思ってください。
　津波避難は「とにかく高いところへ！」が
鉄則です。津波避難場所より高いところにい
る方は津波避難場所には行かないで、より高
いところに避難する意識を持ってください。
避難所に行く際も津波警報が解除になるまで
安全な場所に留まってください。

 大規模災害時の治療は 
 病院ではなく救護所へ 

　救護所は、大規模な災害時に看護・治療を
行うところです。町内の医師は災害時には、
各救護所にいますので、災害でケガをされた
方は救護所に向かってください。
　なお、紀南病院は町の救護所に指定してい
ません。重篤患者の対応を行いますので、最
寄りの救護所に行っていただきますよう、み
なさんのご協力をお願いします。

防災マップチェックポイント

標高
約19ｍ
約27ｍ
約43ｍ
約33ｍ
約28ｍ
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標高
約19ｍ
約27ｍ
約43ｍ
約33ｍ
約28ｍ
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　揺れの対策

まずは揺れから身を守るために住宅の耐震化や家具の固定を
　阪神・淡路大震災では、6,434 人の死者の実に８割以上が建物の
倒壊が原因といわれています。特に昭和 56 年５月以前に建築され
た木造住宅の被害が多かったことから、昭和56年５月以前の住宅
は耐震補強が必要とされています。また、倒壊せずとも寝室にあ
るタンスなどによる圧死やケガもあることから家具の固定も必要で
す。
　家にいる時は、机の下にもぐったり、さぶとんなどで頭を守
りながらタンスや戸だな、電灯の下から離れましょう。また、
外では、ブロック塀や自動販売機などが倒れてくるかもしれま
せんので、注意しましょう。

　その他の対策

家族の集合場所や連絡方法を決めておきましょう
　家族がはなればなれになったときの集合場所や連絡
方法を先に決めておきましょう。
　家族や知人との連絡、安否の確認に『災害時伝言ダ
イヤル』をご利用ください。
　「１７１」をダイヤルし、利用ガイダンスにしたがっ
て伝言の録音・再生を行ってください。

　津波の対策

津波は遠くの避難場所より近くの高台へ
　津波から身を守るにはまず逃げることが重要
です。大きい揺れを感じたら、情報を待たずに
避難することが何よりも大切です。時間がない
場合は近くにある高い建物に逃げることも大切
です。また、車での避難は車が道路に殺到し渋
滞になり、逃げ遅れる危険性が高まります。
　津波は２回、３回と繰り返し襲ってきます。
第２、第３波の方が高くなる場合もあります。

非常持ち出し品や備蓄品を用意しておきましょう
　災害発生時など非常時に持ち出す物を必要最小限に絞り込みディ
バックなどに入れておきましょう。貴重品はもちろん、日ごろ服用
されている薬などもすぐに持ち出せるようにしておきましょう。
　備蓄品については、被災後の生活を支えるために、１人当たり３
日分を目安として、食料、水、服用薬、生活用品などを用意しましょ
う。水は１人あたり１日３リットルが目安です。オムツや粉ミルク、
生理用品なども家族構成に合わせ用意しましょう。

個人（家庭）で行う対策
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　東日本大震災では、津波による被害が多数報道されていますが、阪神・淡路大震災では、家屋など
の倒壊による被害が多くありました。津波から避難するにも、まずは建物が倒壊していないことが重
要であり、またタンスなどの転倒からケガをしないことが重要です。是非、これらの事業をご利用く
ださい。詳しくは、総務課行政係にお問い合わせください。

町の地震対策事業のご紹介

地震時の心得１０ヶ条

「木造住宅無料耐震診断」
　昭和 56 年５月以前に建築された木造住宅を対象に、町が専門
家に耐震診断を依頼するものです。

「耐震補強工事補助」
　耐震診断の結果、耐震性が低いと判明した建物を補強する場合、
経費の一部を補助する制度です。

「耐震シェルター設置補助」
　65 歳以上の高齢者のみの世帯と身体障がい者と同一の世帯

（「高齢者等世帯」という。）にお住まいの方を対象に、耐震診断
の結果、耐震性が低いと判明した建物で、ひと部屋を補強するタ
イプと金属製のフレーム等でベットの上部を覆うタイプ等の耐震
シェルターの設置にかかる経費の一部を補助する制度です。（今
年度は３戸程度の予定）

「家具転倒防止器具購入補助」
　高齢者等世帯にお住まいの方を対象に、家具の固定器具の購入
にかかる経費の一部を補助する制度です。

 １　なによりも大切なのは命。まず第一に身の安全を確保しましょう。
 ２　揺れがおさまってから、あわてず無理せず火の始末をしましょう。
 ３　「火事だ！」と大声で叫び、協力を求め初期消火に努めましょう。
 ４　ドアを閉めたままだと建物はゆがみ、出入り口が開かなくなることがあります。
 ５　外に逃げるときは、瓦やガラスなどに注意し、行動しましょう。
 ６　ブロック塀、門柱、自動販売機などは倒れやすいので注意。
 ７　山間部や海岸地帯で地震を感じたらすぐに避難を開始する。
 ８　車は道路が渋滞した場合、逃げ遅れる危険が高まります。
 ９　お年寄りや身体の不自由な人などに声をかけ、みんなで助け合いましょう。
10　うわさやデマに惑わされず、テレビやラジオなどの正しい情報を。

†問い合わせ先†
総務課行政係（担当　端

は し

地
じ

正
ま さ

尚
な お

）☎３―０５０５

部屋タイプ（実際は部屋の中に設置します）

ベットタイプ

耐震シェルター
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土砂災害関連情報が
パソコンや携帯電話から
ご覧になれます
　町では、三重県の協力を得て、土石流、地すべ
り、がけ崩れなどによる土砂災害から人命を守るた
めに、平常時から災害時を通じて、土砂災害関連情
報を提供できるシステムを導入しました。
　提供情報は、土砂災害に関する危険度情報、雨量
情報、メール配信サービスとなります。

パソコン用のアドレスは　http://dosha-info-mihama.jp/dsyhome.htm
（携帯電話用のアドレスは　http://www.dosha-info-mihama.jp/m/）

パソコンで以下のことが表示されます。
メニュー名 説　　　明

土 砂 災 害
危 険 度
現 況 図

御浜町の地図を表示し、以下の情報を重ね合わせる。
（最新データのみ表示）
①土砂災害危険度メッシュ情報
　危険度情報を４段階で色分け表示します。表示するメッシュ情報は５㎞です。
②雨量観測局情報
　観測局ごとに連続雨量を棒グラフで表示します。あわせて危険度も４段階で
色分け表示。
※「観測局一覧」をクリックし、地図上の観測局をクリックすると「雨量一覧

表に移ります。

雨 量 現 況 図

　御浜町全域を１㎞のメッシュで表示し雨量状況を６段階の色分けで分布表示
します。
　１時間後・２時間後の予測雨量も切替選択することで閲覧することができま
す。ただし、表示される雨量分布図は予測雨量であり、実際の降雨量とは異な
ります。

雨 量 一 覧 表
　雨量観測局ごとの 10 分間雨量・１時間雨量・連続雨量を時系列で一覧表示し
ます。（１時間間隔で過去 24 時間分と 10 分間隔で過去４時間分を切替表示）
　地区選択により、熊野市、紀宝町の観測局の雨量状況も表示します。

雨 量 グ ラ フ
　雨量観測局ごとの 10 分間雨量・１時間雨量を棒グラフで、連続雨量を折れ線
グラフで表示します。
　地区選択により、熊野市、紀宝町の観測局の雨量状況も表示します。

そ の 他
・気象警報、危険度情報
・関係サイトへのリンク一覧
・地図説明等
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土砂災害情報等メール配信サービスをご利用ください
　土砂災害情報等メール配信サービスは、土砂災害情報、気象情報（警報）
等や役場からの防災情報をメールによりお届けするサービスです。
　下記メールアドレスを直接入力し、空メールを送信するか携帯電話のカ
メラ機能を使用して①のＱＲコードを読み取り、登録してください。

登録アドレス　：　touroku@dosha-info-mihama.jp

注意事項
○情報料は無料ですが、パ

ケット通信料は発生しま
す。サイトをよくご覧にな
る方は、「パケホーダイダ
ブル」などの定額サービス
のご利用をお勧めします。

○迷惑メールの設定をされて
いる方は、次のドメインを
入力し受信設定をしてくだ
さい。

「@dosha-info-mihama.jp」

①携帯カメラ機能を使用し、ＱＲコードから読み込みます。
②処理選択の「メール配信」をクリックしてください。
③利用規約をご確認いただき「同意する」をクリックすると登録画面に移ります。
④配信を希望する方は「配信登録用メール」をクリックし、空メールを送信します。
⑤空メールを送信すると配信希望内容の選択画面に移ります。
　パスワードを含め、全ての項目を選択してから「送信」をクリックしてください。
⑥登録が完了しましたら、登録完了のメールが届きます。

登録の手順

†問い合わせ先†
総務課行政係（担当　端

は し

地
じ

正
ま さ

尚
な お

）☎３―０５０５

受信したいメッシュ地域を
チェックして下さい。

□①柿原・引作・阿田和
□②片川・上野・栗須・西原・中立
□③西原・中立・柿原・阿田和・下
　　市木・上市木・志原
□④志原
□⑤上野・栗須・川瀬・阪本
□⑥阪本・上市木・神木・志原
 送信

御浜町メール配信

配信を希望する方は、下記
のメールアドレスをクリッ
クし、空メールを送信して
下さい。
・配信登録用メール

配信を停止する方は、下記
のメールアドレスをクリッ
クし、空メールを送信して
下さい。
・配信停止用メール

御浜町メール配信

パスワードを入力して下さい。

もう一度入力して下さい。

受信する情報を選択してください
□気象警戒情報
□お知らせ情報
□危険度情報

危険度レベルを選択してください
□注意
□警戒
□危険

御浜町メール配信

・利用規約を読む

上記利用規約にご同意いた
だける方は下記の［同意す
る］を押し登録画面にて登
録してください。

［同意する］
［同意しない］

御浜町メール配信

メール配信をご利用いただ
きありがとうございます。
配信の登録を受け付けました。

戻る

御浜町土砂災害情報

■警戒情報
現在試運転中です。

■処理選択
・観測局雨量
・雨量分布
・危険度情報
・メール配信 クリック クリック

よく読んで

記 入

クリック

希望する地区にチェック

配信希望にチェック

❶

❸

❺

❷ ❹

❻
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　第５次御浜町総合計画は、平成 23 年度から平成 32 年度までの 10 年間のまちづくり計画で、長期
的な展望の下に基本理念や将来像を定め、あらゆる分野の目標や施策を網羅し、まちづくりの最も基
礎となる計画として策定しました。
　この計画では、「連携・協働」、「快適・健やか」、「活力・創造」の３つの基本理念の下、町の 10 年
後の将来像を「思いやりと自然があふれるまち・みはま　みんなが輝く　希望と活力あるまちづくり」
と定めました。
　この計画の方向性に基づき、町民の皆さんと行政の協働によるまちづくりを進め、町のさらなる飛
躍と発展を目指して参ります。町民の皆さんのなお一層のご理解、ご協力と積極的なまちづくりへの
参画をお願いいたします。
　５月号に引き続き、「第５次御浜町総合計画（前期基本計画）」の内容をお知らせします。
　先月号では、「基本目標１：活力がみなぎり、魅力ある産業づくり」と「基本目標２：快適に暮ら
せる定住基盤づくり」の概要をお知らせしました。今月号は「基本目標３：健やかに暮らせる福祉の
まちづくり」と「基本目標４：健全な心をはぐくむ教育・文化のまちづくり」の概要です。

「第５次御浜町総合計画」を策定しました

施
策
項
目

基本目標１ 活力がみなぎり、魅力ある産業づくり
（１）農業の振興
（２）林業・水産業の振興
（３）商工業の振興
（４）集客交流産業の振興
（５）雇用対策の充実

施
策
項
目

基本目標２ 快適に暮らせる定住基盤づくり
（１）調和のとれた土地利用と良好な景観維持
（２）居住環境の整備
（３）道路・交通網の充実
（４）情報ネットワークの整備・活用

施
策
項
目

基本目標３ 健やかに暮らせる福祉のまちづくり
（１）健康づくりの総合的推進
（２）安心できる医療体制の確保
（３）地域福祉の充実
（４）子育て支援の充実
（５）高齢者福祉の充実
（６）障がい者福祉の充実
（７）社会保障の充実

施
策
項
目

基本目標４ 健全な心をはぐくむ教育・文化のまちづくり
（１）学校教育の充実
（２）青少年の健全育成
（３）社会教育・生涯学習の推進
（４）文化芸術活動の推進と文化遺産の保存・活用
（５）スポーツ活動の推進

施
策
項
目

基本目標５ 安全・安心に暮らせる生活環境づくり
（１）自然環境の保全と地球環境の保全
（２）上下水道の整備
（３）ごみ・し尿処理の推進
（４）消防・防災の充実
（５）交通安全・防犯の充実
（６）消費者対策の充実

施
策
項
目

基本目標６ みんなが主役のまちづくり
（１）住民参画のまちづくりの推進
（２）効果的な自治体経営の推進
（３）人権対策・男女共同参画
（４）地域間交流の推進

基 本 理 念

将　来　像

連携・協働

快適・健やか 活力・創造

思いやりと自然が
あふれるまち・みはま

みんなが輝く
希望と活力ある

まちづくり
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基本目標３　健やかに暮らせる福祉のまちづくり

　すべての住民が健康で元気に暮らせるよう、地域・行政・医療機関などが連携した健康に関する教
育・指導・相談などの体制を整え、住民が主体となる健康づくりを推進します。

主な施策
●特定健康診査、がん検診、乳幼児健診等、各種健診の充

実を図ります。
●こころの病気の適切な相談対応に努めます。
●結核や肝炎等、感染症の正しい知識の普及や、感染拡大

防止体制の充実に努めます。
●住民の健康管理意識の高揚と自主的な健康づくりの促進

を図ります。

　保育サービスの充実をはじめ、安心して子どもを産み、育てられる環境づくりに取り組むとともに、
子育てに関する情報提供や交流を通じて家庭の育児能力を高めるよう努めます。

主な施策
●学童保育施設の整備などを推進します。
●保育内容の充実に努めるとともに、保育所の今後のあり方に

ついての検討を行います。
●子育て支援センターの利用促進と事業内容の充実に努めま

す。また、乳幼児医療費助成の充実を図ります。

　医療ニーズの高度化、多様化に対応し、地域で安心な医療が受けられるよう、医療機関と連携した
広域での医療体制の充実を図ります。

主な施策
●紀南病院の医師の確保に向けた取り組みと、地域医療体制の充実を図ります。
●二次・三次医療及び休日・夜間の救急医療体制の充実を図ります。

（１）健康づくりの総合的推進

（４）子育て支援の充実

（２）安心できる医療体制の確保

　すべての住民が住み慣れた地域の中で安心して暮せる環境づくりに向けて、各種団体との連携を強
化するとともに、地域も交えた地域福祉の向上に努めます。

主な施策
●広報・啓発活動や福祉イベントの開催など住民の福祉意識の高

揚に努めます。
●社会福祉協議会などの各種関係団体の活動支援に努めます。
●バリアフリー化、ユニバーサルデザインのまちづくりを推進し

ます。

（３）地域福祉の充実
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　高齢者が長年住み慣れた地域でいきいきと安心して暮らせるよう、社会参加や在宅生活への自立支
援を充実するとともに、互いに支え合う地域づくりを推進します。

主な施策
●地域包括支援センターを中心として、高齢者の総合的な

支援を推進します。
●認知症対策の強化を図る取り組みを行います。
●要支援・要介護になるおそれのある高齢者に対する介護

予防・健康づくりを推進します。
●高齢者が生きがいを持って豊かな生活を送れるよう、高

齢者の社会参加を促進します。

　児童・生徒一人ひとりに「確かな学力」が身につくよう教職員研修の充実・推進に努めるとともに、
それぞれの学校での特色ある教育活動を支援します。
　学校教育施設等の整備・充実を図るとともに、安全で安心な学校づくりを推進します。

主な施策
●基礎的な学力の向上と個性や創造性を伸ばすことを基本

に、教育内容の充実に努めます。
●特別支援教育の充実を図るとともに、適切な就学相談・指

導に努めます。
●いじめや不登校などの心の問題に対し、スクールカウンセ

ラー等の配置の拡充に努めます。
●学校教育施設の耐震化や設備の整備・充実を図ります。

　障がい者が地域社会の一員として自立した生活ができるよう、自立支援サービスの定着や充実を図
るとともに、地域で関わり合える社会環境づくりを推進します。

主な施策
●障害福祉計画に基づき、障がい者福祉サービスの提供を図

ります。
●障がい児保育や療育、特別支援教育の充実に努めます。
●福祉的就労機会の充実に努め、障がい者の社会参加を促進

します。

（５）高齢者福祉の充実

（１）学校教育の充実

（６）障がい者福祉の充実

　すべての住民が健康で安心して生活を送ることができるよう、社会保障制度の周知と適正な運用に
努めます。

主な施策
●医療費の適正化や国民健康保険税の収納率の向上に努め、国民健康保険事業の適正運営を図ります。

（７）社会保障の充実

基本目標４　健全な心をはぐくむ教育・文化のまちづくり
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　青少年の健全育成を目指し、関係機関、家庭などが一体となって取り組む体制を確立し、青少年の
まちづくり活動などへの参画促進や青少年団体の育成・支援を推進します。

主な施策
●スポーツ少年団活動、放課後や週末における体験活動への

自主・自発的な参加を促進します。
●地域ぐるみの育成環境の整備を図るとともに、青少年の問

題行動の未然防止に努めます。

　全ての住民がそれぞれの体力や年齢に応じたスポーツ活動を行える環境づくりを支援します。

主な施策
●各種スポーツ施設の整備・充実や適切な管理を図り、有効

活用に努めます。
●住民のスポーツへの関心や健康管理意識の高揚に努め、多

様なスポーツ活動の普及を支援します。

　子どもから高齢者まで、生涯にわたって自らを高め、豊かな人生を送れるよう、学校教育との連携
を図りながら、主体的に学ぶ生涯学習の充実に努めます。

主な施策
●中央公民館など社会教育関連施設の充実と有効活用を図り

ます。
●多彩で特色ある生涯学習プログラムの整備と提供を図ります。
●指導者・ボランティアの育成・確保に努め、自主的な社会

教育活動を促進します。

（２）青少年の健全育成

（５）スポーツ活動の推進

（３）社会教育・生涯学習の推進

　住民主体の芸術・文化活動を支援するとともに、史跡の保存・整備と無形民俗文化財の伝承に努め、
これらの総合的な活用を推進します。

主な施策
●芸術・文化団体の育成・支援に努めるとともに、住民の自

主的な芸術・文化活動を促進します。
●熊野古道周辺施設の充実と活用を図るとともに、適正な管

理に努めます。

（４）文化芸術活動の推進と文化遺産の保存・活用

†問い合わせ先†
総務課企画財政係

（担当　中
なかもと

本　勝
まさる

）
☎３―０５０５
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役
場
電
話
番
号 課　　名 係　　名 主  な  業  務  内  容 電話番号

総 務 課

行 政 係 消防防災、防犯、広報公聴、選挙

３－０５０５
庶 務 管 理 係 秘書、人事、給与、財産管理

企 画 財 政 係 総合計画、入札、財政

活性化対策室 地域の活性化対策

税務住民課

税 務 係 諸税全般（住民税、固定資産税、軽自動車税、国保税） ３－０５１０

住 民 係 戸籍全般、住民票、印鑑証明
３－０５１２

保 険 年 金 係 国民年金、国民健康保険、老人保健医療、後期高齢
者医療、住民相談

健康福祉課

福 祉 係 高齢者・障がい者・母子・児童福祉、生活保護、
保育所 ３－０５１５

包 括 支 援 係 高齢者相談、介護相談 ３－０５１４

健康づくり係 健康づくり、疾病予防、予防接種、介護予防 ３－０５１１

生活環境課
環 境 係 廃棄物、公害、浄化槽、自然環境、蓄犬登録 ３－０５３１

上 下 水 道 係 水道、下水道 ３－０５１３

産業建設課

工 務 係 土木施設、農道、林道、治山、土木災害復旧、土地改良、
都市計画、住宅、建築、地籍調査 ３－０５２１

産 業 振 興 係 林業、水産、商工、観光

３－０５１７農 業 振 興 係 農業委員会、農地銀行、農業振興

柑 橘 対 策 室 柑橘振興（統一選果場事務所内 ３－１７０７）

出 納 室 公金出納、物品管理 ３－０５２３

議会事務局 議会、監査委員、公平委員会 ３－０５２４

教育委員会
学 校 教 育 係 学校教育、教育施設整備、給食センター

３－０５２６
生 涯 学 習 係 社会教育、社会体育、人権、公民館、男女共同参画

御浜町役場電話番号案内
（市外局番　０５９７９） ★役場庁舎の電話番号は３局から始まります。

御浜町役場関係

尾呂志支所 ４－１００１

神志山連絡所 ２－０００１

町民サービスセンター ２－２００４

中央公民館 ２－３１５１

阿田和保育園 ２－２０７１
市木保育所 ２－２３４８
志原保育所 ２－００５８
市木保育所分園尾呂志保育所 ４－１０４９

平成23年4月1日現在
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各
課
紹
介　

総
務
課
、
税
務
住
民
課

各 課 紹 介

総 務 課 課　長　仲
なか

　康
やす

弘
ひろ

税 務 住 民 課 課　長　辻
つじ

　郁
いく

夫
お

○今年度の主な取り組み
防災について

３月11日に発生しました東日本大震災の被
災状況は悲惨な状況です。この地方におきま
しても、東海・東南海・南海地震が、いつ発
生してもおかしくない状況だといわれていま
す。東北地方では、これまでに想定していま
した高さを大きく超える津波が来襲し、亡く
なられた方のうち９割強が水死されました。

このことを踏まえ、町においても今後、
国・県の想定の見直しを注視しながら、適切
な対応を図っていきます。また住民のみなさ
んに対しては、地震が発生したときには、
「ゆれたら逃げる」の意識を徹底するととも
に、普段からそれぞれの地区において、避難
所やそこまでの避難経路の確認を行うととも
に、自主防災組織などごとの津波避難訓練を
実施することにより、被害を最小限に食い止

○今年度の主な取り組み
⑴戸籍事務の電算化

現在、準備作業を進めている戸籍事務の電
算化は、11 月頃より本稼動を予定しています。

電算化により、戸籍事務の効率化及び正確
性を図り、戸籍等に関する待ち時間の短縮な
ど、住民サービスの向上を図っていきます。

⑵国保財政の健全化
国民健康保険をめぐる状況は、景気の低迷、

低所得者の増加等により、依然として厳しい
状況にあります。そのため、国保財政の健全
化に努め、将来にわたる安定的な国保制度の
運営を図っていきます。

町民の皆さんに知ってほしいこと
・国保加入者を対象とした特定健診を実施して

います。しかし、受診率が低いことから、町
としましては、できるだけ多くの方に受診を
していただきたいと考えております。

ご自身の健康維持のため、定期的に健診を

めることが緊急の課題です。
～「ゆれたらまず逃げる」

それがあなたの命を救います～

受けていただくことをお勧めいたします。
・住民票、戸籍等の発行時には、運転免許証等

により「本人確認」をさせていただいており
ますので、ご迷惑をお掛けしておりますが、
ご協力のほど、お願いいたします。

職員氏名
左から１列目：木

きのしたあつし

之下篤、奥
おく

田
だ

恭
やす

大
ひろ

、仲
なか

村
むら

和
かず

彦
ひこ

、中
なか

本
もと

　勝
まさる

２列目：端
はし

地
じ

正
まさ

尚
なお

、阪
さか

口
ぐち

和
かず

美
み

、松
まつ

浦
うら

　豊
ゆたか

、﨑
さき

久
く

保
ぼ

かな、西
にし

　優
ゆう

輝
き

、
和
わ

田
だ

康
やす

高
たか

３列目：上
うえ

野
の

喜
き

一
いち

郎
ろう

、中
なか

本
もと

憲
のり

明
あき

、仲
なか

　康
やす

弘
ひろ

、下
しも

川
かわ

博
ひろ

愛
なる

、赤
あか

根
ね

義
よし

人
ひと

職員氏名
左から１列目：赤

あか

崎
ざき

玲
れい

子
こ

、西
にし

田
だ

千
ち

賀
か

、西
にし

山
やま

ひとみ、辻
つじ

　郁
いく

夫
お

、
今
いま

西
にし

千
ち

姫
ひ

路
ろ

、南
みなみ

　菜
な

緒
お

２列目：岡
おか

田
だ

織
おり

謙
かね

、宮
みや

地
じ

詠
えい

子
こ

、辻
つじ

本
もと

淑
よし

子
こ

、仲
なか

　美
み

咲
さき

、畑
はた

中
なか

まさみ、
小
お

倉
ぐら

久
く

米
め

３列目：仮
かり

谷
たに

　智
さとし

、榎
えの

本
もと

若
わか

典
のり

、櫨
はぜ

山
やま

慎
しん

也
や

、山
やま

田
だ

一
かず

成
なり

、仲
なか

　貴
たか

之
ゆき

、
下
しも

　博
ひろ

昌
まさ

、池
いけ

田
だ

康
やす

子
こ
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各
課
紹
介　

健
康
福
祉
課
、
産
業
建
設
課

各 課 紹 介

健 康 福 祉 課 課　長　林
はやし

　義
よし

尊
たか

産 業 建 設 課 課　長　南
みなみ

　州
くに

計
かず

○今年度の主な取り組み
３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震

は、津波等により多くの命が奪われる結果と
なっています。このような大災害が起こった時
に、自力で避難するのが困難な方を支援するた
め、今年度の重点事業として、災害時要援護者
名簿の作成を行います。平常時から町関係部
署、消防署、消防団、警察署、自主防災組織、
区・自治会、民生委員・児童委員などが登録名
簿を活用し、地域全体で支援する仕組みづくり
を行いますので、ご協力お願いします。

４月末から牛肉の生食による集団食中毒が問
題になっています。この食中毒の原因とされて
いるのが、腸管出血性大腸菌Ｏ‐111です。

これから暑くなり、食中毒が心配される季節
となりますので、食中毒情報が入り次第、Ｏ‐111
だけでなく、他の食中毒情報も町民のみなさま
にお知らせしてまいります。

また、生活習慣病予防、健康づくり、検診結

○今年度の主な取り組み
産業建設課では｢年中みかんのとれるまち｣の

生活・生産基盤整備、産業振興に積極的に取り
組んでいます。
工務係
・道路、排水路など生活基盤の整備に取り組み

ます。
・農道、林道、圃

ほ じ ょ う

場、農業用排水路など生産基
盤の整備に取り組みます。

・住宅の耐震診断、耐震補強を推進します。
産業振興係
・林業、水産業、観光、商工業の振興を図ります。
・熊野古道浜街道の積極的な活用に取り組みます。
・有害鳥獣対策に取り組みます。
・イベントなど集客交流、ＰＲ活動を実施します。
農業振興係
・農地の有効活用、流動化を促進します。
・農業の担い手、後継者対策に取り組みます。
・戸別所得補償制度を推進します。

果、介護予防等について保健師、管理栄養士が
相談に応じますので、お気軽にご相談ください。

・柑橘を除く農産物、畜産振興に取り組みます。
柑橘対策室
・「年中みかんのとれるまち」御浜町の柑橘振

興について、ＪＡ三重南紀と連携して、総合
的に取り組みます。

職員氏名
左から１列目：林

はやしけんたろう

健太郎、畑
はた

中
なか

芳
よし

成
なり

、林
はやし

　義
よし

尊
たか

、久
く

保
ぼ

由
ゆ

賀
か

、
北
きた

岡
おか

あゆみ、古
こう

部
べ

裕
ゆう

子
こ

２列目：大
おお　や　ひで　き

家英樹、東
ひがし

ひとみ、下
しも

　初
はつ

美
み

、下
しも

　美
み

穂
ほ

、時
とき

田
た

智
とも

子
こ

、
植
うえ

村
むら

由
ゆ

美
み

３列目：西
にし

　勉
つとむ

、尾
お

白
しろ

実
み

千
ち

、宮
みや

澤
ざわ

佳
か

永
え

、古
こ

根
ね

川
がわ

幸
さち

、仲
なか

森
もり

智
ち

恵
え

美
み

職員氏名
左から１列目：池

いけ

内
うち

昌
まさ

洋
ひろ

、上
うえ

野
の

嘉
よし

浩
ひろ

、﨑
さき

久
く

保
ぼ

友
ゆう

司
じ

、西
にし

　廣
ひろし

２列目：古
こ

根
ね

川
がわ

竜
たつ

夫
お

、田
た

嶋
じま

一
かず

成
なり

、西
にし

倉
くら

啓
ひろ

之
ゆき

、土
ど

井
い

勇
ゆう

二
じ

、瀬
せ

古
こ

勝
かつ

信
のぶ

３列目：上
うえばやし

林　功
いさお

、東
ひがしじ

地正
まさ

登
と

、南
みなみ

　州
くに

計
かず

、﨑
さき

本
もと

正
まさ

和
かず

、大
おお

前
まえ

健
たけ

夫
お

、
芝
しば

合
あい

光
みつ

也
や

、前
まえ

　亘
わたる
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ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
／
人
間
ド
ッ
ク

ジェネリック医薬品を使ってみませんか！

人間ドック（日帰り）利用者募集します

 ジェネリック医薬品とは
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、新
薬（先発医薬品）の特許期間が過ぎたあと新薬
と同じ有効成分で製造した薬のことです。新薬
に比べ開発コストが抑えられるため、安価に作
ることができます。

 品質と安全性について
　ジェネリック医薬品の品質・有効性・安全性
は、新薬と同等であると、厚生労働省が認めて
います。
　ジェネリック医薬品は、長年使われてきた新
薬と同じ有効成分で製造されており、薬事法に
基づいた厳正な審査を経たうえで流通していま
す。新薬と同じ速さ・同じ量で、薬の成分が血
液中に入っていくかどうかを調べる試験など、
品質や安全性が確認されたうえで販売されてい

【実施期間】７月～ 12 月
　平日の紀南病院が指定する日（祝祭日を除く）

【医療機関】紀南病院
【検査項目】身体計測・腹囲・血液・胸部 X 線・

腹部超音波検査・血圧・心電図・胃部 X 線
又は胃部内視鏡・大腸・尿・眼部・聴力・子
宮がん及び乳がん検査（女性のみ）等

【対象者】御浜町国民健康保険加入者で、35 歳
以上 75 歳未満の方

※納期限到来までの国民健康保険税完納者とし
ます。

【募集人員】40 人
【自己負担金】10,000 円（申込みと同時にお支

払いください。）

　そのため、ジェネリック医薬品の多くは、新
薬の２～７割程の価格になっています。ジェネ
リック医薬品を選ぶことは、ご自身の負担を減
らすだけでなく、伸び続ける国民健康保険医療
費の改善にもつながります。

ます。さらに、販売後も品質が保たれているか
どうかを確かめられています。
※ジェネリック医薬品は、医療用医薬品ですの

で、病院や診療所の医師による処方せんが必
要となります。詳しくは、かかりつけの医師
や薬剤師にご相談ください。

【受付期間】６月１日から
【受付場所】税務住民課保険年金係、支所・連絡所
　申込み時に自己負担金・保険証・認印を持参
のうえ、お申込みください。
　申込み後は、紀南病院から問診表が届きます
ので、必要事項を記入のうえ、病院の指示に従
い受診してください。

（40 歳以上の方は特定健診を兼ねた健診となり
ます。）

†問い合わせ先†　税務住民課保険年金係
（担当　榎

えの

本
もと

若
わか

典
のり

）☎３―０５１２

†問い合わせ先†
税務住民課保険年金係

（担当　榎
えの

本
もと

若
わか

典
のり

）
☎３―０５１２

◆新薬とジェネリック医薬品の薬代（１年間）の違いの一例

　【高血圧のＡさんの場合】　１日１回服薬

１年間の薬代 　　新　薬　　 ジェネリック
約 37,710 円 → 約 10,480 円

差　額
約 27,230 円

自己負担の差額（３割負担）
約 8,170 円

　【糖尿病のＢさんの場合】　１日３回服薬

１年間の薬代 　　新　薬　　 ジェネリック
約 65,700 円 → 約 26,610 円

差　額
約 39,090 円

自己負担の差額（３割負担）
約 11,730 円

こんな方には特におすすめです！
　高血圧や糖尿病などで継続的に服薬している
方や、複数の薬を服薬している方は、薬代を減

らす効果が特に大きくなります。

個人負担が

これだけ減ります
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記
事

ソプラノ・デュオコンサートを開催します

日赤事業資金（社資）へのご協力をお願いします

広報みはま５月号の記事訂正について

　二期会所属の若手女性ソリスト渡
わ た

邊
な べ

史
あ や

と永
な が

﨑
さ き

京
きょう

子
こ

２名に
よる楽しいトークを交えたオペラ、日本の名曲、Ｊ－ＰＯＰ
など清涼感あふれるハーモニーをお届けします。

【日　時】７月２日（土）14：00 開演
【場　所】中央公民館
【入場料】500 円（全席自由）
【発売日】５月 24 日（火）
【販売場所】中央公民館及びウェブチケットサービスエムズ

ネット（三重県文化会館）

　なお、公演に先立ち阿田和小学校児童と町内コーラス団体
を対象に音楽文化の拡充の為のアウトリーチも行われます。

　今年も日本赤十字社事業資金を募集していま
す。町から委託を受けた連絡員、区長、女性の
会会員が訪問させていただきますので、ご協力
よろしくお願い致します。

【一　般】500 円
【特　別】2,000 円以上

　広報みはま５月号７ページの「財政調整基金
と町債残高の推移」のグラフで、グラフ右の財
政調整基金と町債残高の表示が入れ替わってい

　みなさまからの資金（社資）は、献血事業、
医療事業、災害時における被災者の救護活動や
海外支援等に充てられます。

ました。正しくは、下記のとおりとなります。
　訂正してお詫び申し上げます。

†問い合わせ先†
中央公民館

（担当　上
か み が い と

垣内守
も り

雄
お

）
☎２―３１５１

†問い合わせ先†
健康福祉課福祉係

（担当　古
こ う

部
べ

裕
ゆ う

子
こ

）
☎３―０５１５
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財政調整基金残高
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7.9 10.1 12.1 13.5 13.8

3.8 5.3 6.4 7.6 8.2

財政調整基金と町債残高の推移（億円）
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裁
判
結
果

町とパークの連帯保証人との和解に係る裁判の判決が
名古屋高等裁判所で言い渡されました

　これまでの経緯
　町は、パーク七里御浜（株）の特定調停に基
づき同社の連帯保証人２名に対して 6,000 万円
の支払いを求めた津地方裁判所熊野支部での裁
判において、裁判官からの強い和解勧告を受け、
議会の議決を経て、平成 20 年９月、連帯保証
人との間で連帯債務額を 1,000 万円とし、その
余の債務については、特定調停の規定に基づき
免除する旨の和解を締結した。

　津地方裁判所への提訴
　平成 20 年 12 月、住民 181 名（原告）が、こ
の和解を成立させたことは違法な財産管理に当
たるとし、御浜町を被告として、町が古川弘典
に対して、町が受けた損害額 5,000 万円を請求
するよう求めた住民訴訟を津地方裁判所へ提訴
した。

　津地方裁判所における判決
　原告は裁判の中で、和解にあたっては、町長
の地方公共団体の長としての裁量の範囲は相当
に狭いと解すべきであること、町長の交代に伴
う御浜町の立場が変化したこと、連帯保証人の
財産調査が不十分であったこと、古川町長が考
慮した事情に不当性があったこと等により、本
件の和解は違法な財産管理であると主張した
が、平成 22 年７月８日、津地方裁判所は、原
告である住民の請求（訴え）を棄却する判決を
言い渡した。
　津地方裁判所の判断は、以下のとおりである。
　本件和解には、町長の交代後、大きな方針転
換を指示した事実は認められず、連帯保証人の
預貯金を含む資産について事前に仮差押をして
いる中で、原告の主張するさらに広範囲の金融
機関への調査をしなかったこと、退職金、年金
の使途に対する調査をしなかったこと、連帯保
証人の不動産を換価可能な財産から除外したこ

†問い合わせ先†
総務課（担当　下

しもかわ

川博
ひろなる

愛）　☎３―０５０５

となどについて、その判断に裁量権の逸脱が
あったとは言えない。
　裁判所において裁判官から強い勧告を受け、
その額で議会にはかり、議決を経たうえで締結
した本件和解については、事前の財産調査の内
容、和解金額、手続、考慮された事情その他あ
らゆる点において、地方公共団体の長として古
川町長が有していた裁量権の範囲を逸脱し、又
はその濫用があるとは認められないため、これ
が違法であるとはいえない。

　名古屋高等裁判所への控訴
　原告（住民 163 名）は、津地裁での判決を不
服として名古屋高等裁判所に控訴した。
　控訴の趣旨は、津地裁の判決を取り消し、　
町は、古川弘典に対し、5000 万円及びこれに
対する平成 20 年８月 12 日から支払済みまで年
5 分の割合による金員の支払いを請求するよう
求めた内容である。

　名古屋高等裁判所における判決
　名古屋高等裁判所における裁判で原告は、津
地裁での判決は、和解の違法性の判断基準につ
いて、地方公共団体の長に与えられた裁量の範
囲をあまりにも広範に捉えた点で失当であり、
本件和解にあたっては、連帯保証人の財産調査
が不十分であったこと、古川町長が町長に就任
した後、債権回収に関する町の姿勢が変化した
ことなど、本件和解には、裁量の逸脱、濫用に
当たる特段の事情があり、違法な財産管理であ
ると主張した。
　名古屋高等裁判所は、津地方裁判所で出され
た判断を支持し、控訴人（原告）の控訴を棄却
する判決を言い渡した。

　平成 23 年４月 15 日、名古屋高等裁判所において、御浜町とパーク七里御浜（株）の連帯保証人
との和解に対する住民訴訟の控訴審判決が言い渡され、控訴人（原告）の控訴が棄却されました。
　また、控訴人はこの判決を不服として、４月 28 日、最高裁判所に上告しました。
　裁判についての経緯や判決の概要は次のとおりです。
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【実施日】７月２日（土）
【場所】福祉健康センター
【予約】健康福祉課健康づくり係
※事前の予約が必要です。ただし、定員になり

次第締め切ります。
　６月 24 日（金）までに申し込みください。

検診名 時　間 対　象 料金（円）
胃 が ん
検 診

8：00 ～
10：00

検診当日
満 40 歳以上の方 1,400

子宮がん
検 診

13：00 ～
14：00

検診当日
満 20 歳以上の方 1,300

乳 が ん
検 診

（マンモグラフィー）

9：00 ～
11：00 検診当日

満 40 歳以上の方 1,80013：00 ～
14：00

大腸がん 9：00 ～
11：00

検診当日
満 40 歳以上の方 900

骨 密 度
検 査

13：00 ～
14：00

検診当日
満 40 歳以上の方 600

肺 が ん
検 診

９：00 ～
11：00 検診当日

満 40 歳以上の方 30013：00 ～
15：00

※70歳以上の方は無料です。ただし、大腸がん
検診を受診する場合は、採便容器代 500 円
が必要です。

†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係（担当　古

こ

根
ね

川
が わ

幸
さ ち

）
☎３―０５１１

がん検診のお知らせ

　生ごみの減量化を学び、実践するための研究
会（通称「生ごみ減らし隊」）を立ち上げます。
　減量化に興味のある方、堆肥化に取り組んで
いる方など、みんなで楽しみながら生ごみを減
らしましょう。参加希望の方は、６月 17 日（金）
までにお申込ください。
†申し込み・問い合わせ先†
生活環境課環境係（担当　橋

は し む ら

村守
も り ひ ろ

裕）
☎３―０５３１

生ごみ減らし隊隊員募集！

認知症介護者のつどい・交流会及び
個別相談会を開催します

　認知症の人や介護している人たちの「つどい・
交流会」を開催します。仲間づくりや情報交換
ができる機会です。あわせて、個別相談も受け
付けています。参加を希望される方は、事前に
お申込みください。

【日時】６月 14 日（火）
　　　 　午後１時 30 分～午後４時まで

【場所】役場１階　第１会議室
【対応者】認知症の人と家族の会三重支部の方
【参加費】個別相談は無料
　つどい参加者については、本人は無料、会員
は 100 円、一般は 200 円

【申込先】健康福祉課地域包括支援センター
†問い合わせ先†
健康福祉課地域包括支援センター

（担当　西
に し

　勉
つとむ

）☎３―０５１４

平和月間中の取り組み団体等を
募集します

　町では、平成 16 年度から８月を「御浜町平
和月間」と定め、戦争の悲惨さや平和の尊さに
ついて考える取り組みを行っています。その内
容は、「平和」をテーマに自主的な取り組みを
行う個人・団体（企業、グループなど）と連携
を図りながら、平和を希求するまちづくりを行
うものです。
　昨年は２団体が、平和の風鈴作り、ミニコン
サート、写真展といったイベントなどを行って
いただきました。
　この取組みの趣旨に賛同していただける団体
等は、６月 30 日（木）までに、取り組み内容
等を総務課までお知らせください。
†問い合わせ先†
総務課庶務管理係（担当　赤

あ か ね

根義
よ し ひ と

人）
☎３―０５０５

三重県内男女共同参画連携
映画祭２０１１を開催します

　三重県の男女共同参画を推進するため、県内
の男女共同参画センターと市町が手を取り合い

「映画際」を各地で開催しています。
【上映映画】オカンの嫁入り
【出演者】宮崎あおい、大竹しのぶ、桐谷健太 他
【日時】６月11日（土）　開場　午後１時
　　　 上映　午後１時30分～午後３時30分
　　　 アフタートーク　上映終了後

【会場】中央公民館
【入場料】18 歳以上　500 円
　　　　 18 歳未満　無料
※どちらも整理券が必要です。
　託児所有り（０歳～９歳　５名まで）
†問い合わせ先†
教育委員会生涯学習係（担当　南

みなみ

　紀
の り こ

子）
☎３―０５２６
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■役場の開庁時間
役場の開庁時間は午前８時30分～午後５時15分です。
窓口証明業務（戸籍・住民票・印鑑証明のみ）は午後６時15分まで受付しています。

　平成 23 年５月検針分より水道料金を値上げ
させて頂いております。みなさまのご理解とご
協力をお願い申し上げます。尚、今回の値上げ
は水道料金のみで阿田和地区で下水道へ接続さ
れている方の下水道料金については値上げされ
ません。
†問い合わせ先†
生活環境課上下水道係（担当　濵

は ま じ

地靖
や す あ き

章）
☎３―０５１３

水道料金の改定のお知らせ

　獣害対策の基本や三重県の先進事例紹介、い
ろいろな獣害対策の柵の設置方法等を中心とし
た獣害対策研修会を開催します。

【日時】６月９日（木）　午後７時～
【場所】役場３階　くろしおホール
【講師】三重県熊野農林商工環境事務所
　　　 技師　能仁俊明氏　他
※この研修会を受講した方が獣害対策事業補助

の申請をすることができます。
†問い合わせ先†
産業建設課産業振興係（担当　前

ま え

　亘
わたる

）
☎３―０５１７

獣害対策研修会を開催します

　薬物の乱用は、乱用者自身の精神、身体をむし
ばむばかりではなく、幻覚、妄想等により凶悪な
事件や重大な交通事故を引き起こすこともあり、
取り返しのつかない被害を及ぼしかねません。
　薬物乱用のない安全な社会を実現するために
は、一人ひとりが薬物の誘惑を拒絶する意識を
持つことが大切です。
　みなさんからの通報が薬物事犯の検挙に結び
つきますので、薬物に関する情報を知ったとき
には、紀宝警察署や交番、駐在所に連絡してく
ださい。

※熊野市の市外局番０５９７、紀宝町の市外局番０７３５
※変更する場合がありますので、確認のうえ受診してください。

第一次救急医療休日在宅当番医
●●● ６月の担当医  ●●●

紀宝警察署メールボックス紀宝警察署メールボックス

薬物乱用の防止について

免許取得のための予備講習会及び
狩猟免許試験開催のお知らせ

　猪や鹿などの野生鳥獣の捕獲には狩猟免許が
必要です。免許取得のための予備講習会と試験
が次のとおり開催されますので免許取得を目指
す方は是非受講してください。
　また、講習会、試験ともに事前申し込みが必
要となりますので、詳しくはお問い合わせくだ
さい。
※３月に御浜町で開催された初心者講習会を受

講した人も、免許取得のためには、狩猟免
許試験に合格する必要があります。

【開催日等】
　７月 ７日（木）　　三重県総合文化センター
　７月 24 日（日）　　三重県熊野庁舎
　８月 ６日（土）　　三重県吉田山会館
†申し込み・問い合わせ先†
予備講習会：三重県猟友会紀南支部
☎０５９７―８５－４８７０
狩猟免許試験：熊野農林商工環境事務所
☎０５９７―８９－６１３６

“チャンスを分かち、未来を拓こう”

水稲共済加入の皆さんへ

　６月 23 日～ 29 日までの１週間は、「男女共
同参画週間」です。

掛金の納期限は６月 30 日です！
　平成 23 年産水稲共済掛金の納入期限は６月
30 日（木）です。
　納付書等が届きましたら、内容をご確認のう
え、納期限までにお納めください。
　また、内容に変更のある場合は、東紀州農業
共済事務組合までお問い合わせください。
†問い合わせ先†
東紀州農業共済事務組合
☎０５９７―８５―３８２１

†問い合わせ先†
紀宝警察署　☎０７３５―３３―０１１０

5日
原田医院　　　　　（熊野市木本町）☎88－0035

島崎整形外科　　　（熊野市有馬町）☎89－3739

12日
まつうらクリニック（御浜町下市木）☎ 3－0150

大石産婦人科　　  （熊野市有馬町）☎89－1717

19日 協立内科外科医院  （熊野市井戸町）☎89－5035

26日
谷口クリニック　  （御浜町阿田和）☎ 2－4333

井本医院　　　　  （熊野市新鹿町）☎86－0016
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年金だより 「ねんきん定期便」を受け取ったら

平成22年度の情報公開請求は９件ありました

†問い合わせ先†　税務住民課保険年金係
（担当　南

みなみ

　菜
な お

緒）☎３―０５１２

　開かれた行政を推進するため、行政情報の公
開を推進しています。
　御浜町情報公開条例は、公文書の原則公開を
定めたもので、町長部局をはじめすべての行政
機関が対象となっています。

平成 22 年度情報公開制度の利用実績
【請求件数】９件
【処理状態】〈開　　示〉　６件
　　　　　 〈部分開示〉　３件
　　　　　 〈非 開 示〉　０件

【主な請求の内容】
・小規模土木・土地改良施設関係事業に関

する文書
・御浜町特別職報酬等審議会に関する文書

　情報公開の請求窓口は総務課で、公文書公開
請求書にて請求すると 15 日以内で公開、非公
開の決定がされます。公開の請求手続きや閲覧
は無料ですが、コピーや郵送をする場合には、
実費を負担していただきます。
　ただし、個人に関する情報や行政運営を進め
る上で支障があるものなどについては、非公開
や部分公開になるものもあります。また、決定
に不服のある場合には、不服申し立てを行うこ
とができます。
　また、個人情報保護制度における本人情報の
開示請求はありませんでした。

　今月号の町長だよりは、休載いたします。

町長だより休載について

†問い合わせ先†
総務課行政係（担当　松

ま つ

浦
う ら

　豊
ゆたか

）☎３―０５０５

　ねんきん定期便とは、これまでの年金加入記
録を確認していただくとともに、年金制度に対
する理解を深めていただくことを目的として、
日本年金機構から毎年１回、誕生月に発行され
るものです。送付対象となる方は、国民年金、
厚生年金の被保険者となっています。
何か手続きは必要なの？
　「年金加入履歴」や保険料の納付状況に書かれ
ている内容に「もれ」や「誤り」がある場合、
同封の「年金加入記録回答票」にてご回答くだ
さい。「もれ」や「誤り」がない場合には、回答
の必要はありません。
インターネットサービス「ねんきんネット」で
も記録の確認ができます
　「ねんきんネット」は、インターネットで年金

記録をご自身で確認いただけるサービスです。
日本年金機構のホームページで登録すると、約
５日程度でユーザーＩＤがお手元に届き、「ねん
きんネット」の利用が可能になります。また、
平成 23 年４月以降に送付される「ねんきん定期
便」に記載されている“アクセスキー”を使えば、
簡単に利用登録が完了し、ただちに「ねんきん
ネット」がご利用いただけます。
　ご自宅でインターネットの使用ができる方は、
是非「ねんきんネット」サービスをご利用くだ
さい。
日本年金機構ＨＰ：http://www.nenkin.go.jp/

情
報
公
開
状
況
／
年
金
だ
よ
り
／
町
長
だ
よ
り
休
載
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か
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つ
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室
だ
よ
り

†問い合わせ先†
産業建設課かんきつ対策室

（担当　瀬
せ

古
こ

勝
か つ

信
の ぶ

）
☎３―０５１７

「マルチ栽培」を支援しています

開花調査を行いました
５月９日、ＪＡや市町など産地の関係機関に

よるみかんの開花調査が行われました。今年は
平年より７～ 10 日開花が遅れましたが、花が
多く、豊作が予想されます。

豊作の年は、みかんの生産量を適正にするた
めの、摘

て き

果
か

作業がポイントになります。これか
ら暑い日が続きますが、実りの秋を迎えるため
の重要な管理作業です。

「味１号栽培指針」がつくられました
「味１号」は、新たに品種登録された「三重

紀南１号」など、これまでの極早生よりも早い
時期に収穫される温州みかんで、味やサイズな
ど一定の基準をクリアした、ＪＡ三重南紀の新
しいブランドです。

ＪＡ三重南紀では、三重南紀みかん温州部
会生産者や三重県紀州地域農業改良普及セン
ター、三重県紀南果樹研究室の協力により「味
１号栽培指針」を作成しました。苗木の育成か
ら、摘果やせん定の方法など、「味１号」を作
りこなすためのノウハウが詰まっています。

生産者の皆さんの経営安定には、優良な品種
とそれを作りこなす技術の普及が大切です。新
たなブランドで、産地も新たな１歩を踏み出し
ています。

マルチ栽培され、糖度や見た目など高いレベ
ルの基準をクリアした温州みかんは「南紀みか
ん」として三重ブランドに認定されています。

町では、この三重ブランド「南紀みかん」の
栽培面積拡大のため、マルチ資材の助成事業を
実施している団体に対して資材費の２割を助成
しています。マルチ栽培面積が増加し、生産者

みかんの花も咲き終わり、木にたくさんの実がなっています。
みかんの木にはたくさんの花が咲く表年と、たくさんの芽がでて比較的に花の少ない裏年が交互に

やってくる性質があります。
順番では今年は表年に当たります。みなさんは今年のみかんの花は多いと感じましたか。

2011-No.25

対策室だよりかんきつかんきつ
みかんの花

の皆さんの所得向上につながることを期待して
います。

開花調査の様子

味１号　栽培指針
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赤
ち
ゃ
ん
／
広
報
文
芸
／
あ
と
が
き

あとがき
みなさん、こんにちは
　少しずつ夏の気配が見え隠れしてきましたね。
昼夜の気温差が大きい時期ですので、体調管理
には十分気をつけていただきたいと思います。

　さて、今回の特集ですが、防災特集です。
　東北地方太平洋沖地震では、防災意識が高
いと言われていた地域でも、未曾有の被害が
発生し、特に甚大な被害を引き起こした原因
は津波でした。
　私たちの地域でも、東海・東南海・南海地

震が、いつ起きてもおかしくないと言われて
いることは、みなさんご承知のことでしょう。
　1944年の東南海地震、1946年の南海地震で
は、津波の被害がほとんどなかったと聞きま
す。しかし、前回がなかったから大丈夫では
なく、今回はあるかもしれないという考えで、
地震に対する備えや地域で行われている防災
訓練への積極的な参加をお願いします。

　寺谷公園の睡
すい

蓮
れん

が見頃を迎えています。池
に広がる睡蓮の花を見ながら、ご家族や友人
とピクニックをしてみてはいかがでしょうか。
いい気分転換になると思いますよ。

（総務課　行政係　和
わだやすたか

田康高）

人口 9,558人 （－53人）
　 男 04,460人 （－45人）
　 女 05,098人 （－ ８ 人）

世帯数 4,315戸 （＋ ３ 戸）

５月１日現在の人の動き

松本　宗
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平成23年３月１日～31日届出分
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　　…ごみ関係（生活環境課　☎３－０５３１）
　　…健康づくり係関係（健康福祉課　☎３－０５１１）
　　…みはまスポーツクラブ関係（事務局　☎090－2060－3151）
※ゴルフ教室以外の屋外種目は、雨天時中止（不明な場合は、お問い合わせください。）

の カレンダー ６くらし

1 水

特設人権相談所　10：00～15：00　役場１階会議室

ありんこ広場　9：30～11：30　福祉健康センター

ソフトテニス教室　19：00～21：00　阿田和小学校

ゴルフ教室　19：00～21：00　ダイヤモンドヒル

バレエ・エクササイズサークル　10：00～11：30　中央公民館

2 木
紙、衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）

貯筋体操教室　神木老人憩いの家・上市木公民館

卓球教室　19：00～21：00　阿田和中学校

3 金
子どもの広場　9：30～11：30　福祉健康センター

太極拳教室　19：00～20：30　志原公民館

4 土
がん検診（予約制）　神木公民館

ゴルフ教室　9：00～12：00　清掃センター

5 日

6 月
うんどう教室（自主活動）　10：00～11：30　福祉健康センター

バレーボール教室　17：30～19：00　体育センター

サッカー教室　19：00～20：30　御浜中グラウンド

7 火

金物資源、金物・プラスチックごみ収集日
（阿田和・尾呂志地区）

貯筋体操教室　山地コミュニティセンター

卓球教室（中学生・一般）　19：00～21：00　阿田和中学校

8 水

年金相談　10：00～14：00　役場１階会議室

ソフトテニス教室　19：00～21：00　阿田和小学校

ゴルフ教室　19：00～21：00　みはまGG

バレエ・エクササイズサークル　10：00～11：30　中央公民館

9 木
紙、衣類等資源収集日（市木・神志山地区）

貯筋体操教室　阿田和養真荘・柿原公民館

卓球教室　19：00～21：00　阿田和中学校

10 金
子育て相談　9：30～11：30　福祉健康センター

太極拳教室　19：00～20：30　志原公民館

11 土
子どもの広場（自主活動）　9：30～11：30　福祉健康センター

ゴルフ教室　9：00～12：00　清掃センター

ランニング教室　8：00～9：00　志原防波堤

12 日

13 月
うんどう教室（自主活動）　10：00～11：30　福祉健康センター

バレーボール教室　17：30～19：00　体育センター

14 火

金物資源、金物・プラスチックごみ収集日
（市木・神志山地区）

貯筋体操教室　引作集会所・尾呂志寿楽荘

卓球教室（中学生・一般）　19：00～21：00　阿田和中学校

15 水

行政･人権･心配ごと相談　9：00～12：00　役場１階会議室

ソフトテニス教室　19：00～21：00　阿田和小学校

ゴルフ教室　19：00～21：00　ダイヤモンドヒル

バレエ・エクササイズサークル　10：00～11：30　中央公民館

16 木

粗大ごみ収集日　7：00～15：00

貯筋体操教室　神木老人憩いの家

卓球教室　19：00～21：00　阿田和中学校

サッカー教室　19：00～20：30　御浜中グラウンド

17 金
ちょっと気になる子ども相談（予約制）　役場

太極拳教室　19：00～20：30　志原公民館

18 土
子どもの広場（自主活動）　9：30～11：30　福祉健康センター

ゴルフ教室　9：00～12：00　清掃センター

19 日 資源持込日　8：00～12：00　役場

20 月
バレーボール教室　17：30～19：00　体育センター

サッカー教室　19：00～20：30　御浜中グラウンド

21 火

多重債務者相談　10：00～12：00　役場３階会議室

ビン類資源・ペットボトル･トレー資源、ビン類ごみ
収集日（阿田和・尾呂志地区）

貯筋体操教室　山地コミュニティセンター・福祉健康センター

卓球教室（中学生・一般）　19：00～21：00　阿田和中学校

22 水
ソフトテニス教室　19：00～21：00　阿田和小学校

ゴルフ教室　19：00～21：00　みはまＧＧ

バレエ・エクササイズサークル　10：00～11：30　中央公民館

23 木
４か月児・10か月児健診（個別通知）　熊野市保健福祉センター

貯筋体操教室　阿田和養真荘・柿原公民館

卓球教室　19：00～21：00　阿田和中学校

24 金 太極拳教室　19：00～20：30　志原公民館

25 土
ゴルフ教室　9：00～12：00　清掃センター

ランニング教室　8：00～9：00　志原防波堤

26 日 資源持込日　8：00～12：00　リサイクルセンター

27 月 バレーボール教室　17：30～19：00　体育センター

28 火

ビン類資源・ペットボトル･トレー資源、ビン類ごみ
収集日（市木・神志山地区）

貯筋体操教室　中立集会所・志原東平見集会所

卓球教室（中学生・一般）　19：00～21：00　阿田和中学校

29 水
ソフトテニス教室　19：00～21：00　阿田和小学校

バレエ・エクササイズサークル　10：00～11：30　中央公民館

30 木 卓球教室　19：00～21：00　阿田和中学校

６月の納税期限
●町県民税　　　　　　第１期
●国民健康保険税　　　第２期

納期限　６月 30日（木）

※納税は便利で確実な口座振替をどうぞご利用ください。
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みて見てみはま

ドライバーに交通事故防止を啓発する参加者

　５月11日に道の駅ピネ前で交通安全街頭
キャンペーンが行われ、交通事故防止の啓発
を行いました。
　運転者だけではなく、歩行者も交通安全に
気をつけていただき、交通事故防止に努めて
いただきますようお願いします。

５／１１　交通安全街頭キャンペーン

　寺谷総合公園のグラウンド
下にある池で、睡蓮の花が咲
き始めました。
　時期は、５月～ 10月とい
われていますので、これから
が見ごろになるそうです。
　睡蓮という名は、園芸上の
呼び名で、和名はヒツジグサ

（未草）といい、ヒツジは時
刻の「未の刻」を意味してい
て、午後２時頃に咲くといわ
れています。
　これからは、暑くなってき
ますので、熱射病や日射病対
策をして、実際に午後２時頃
に咲いているか確かめてみて
はいかがでしょうか。

みかん狩りを楽しむ参加者

　４月29日に町外の方を対象に、みかんの花
まつりがおこなわれました。
　このまつりには、県内外から約40名の方が
参加し、みかん狩りやミカンジュース作りを楽
しみました。
　甘夏で作ったミカンジュースを飲んだ参加者
からは「すごく美味しい」という声があがって
いました。

４／２９　みかんの花まつり

寺谷総合公園の睡
すい

蓮
れん

の花が見ごろです

水面を飾る睡蓮の花


